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給与所得者の確定申告について
税務署ニュース
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自動車関連税制は増税あり減税あり
　自動車関連税制については、企業にとっても家計にとっても大きな関心事である。平
成25年12月に発表された平成26年度税制改正大綱において自動車関連税制の今
後の方向性が示されたが、その内容は次のようである。

 1.自動車重量税（国税）

　エコカー減税について、平成26年4月1日以後の新車新規検査の際に自動車重量
税が免税となる自動車は、最初の継続検査等の際に自動車重量税が現行の75%軽減
から100%軽減（免税）に拡充される。一方、新車新規登録から13年超18年未満の経
年車については、現行の5,000円から平成26年4月1日以降（平成28年3月31日ま
で）は5,400円に、平成28年4月1日以降は5,700円に、と段階的に税率が引き上げ
られる。

 2.自動車取得税（地方税）

　自動車取得税については、消費税率8%引き上げ時（平成26年4月1日以後取得分）から、自家用車は現行
の5%から3%に、営業車・軽自動車は現行の3%から2%に引き下げられる。また、エコカー減税については、
現行の75%軽減車は80%軽減に、50%軽減車は60%軽減に、それぞれ拡充される。なお、自動車取得税は
消費税率10%引き上げ時（平成27年10月1日予定）に廃止される予定である。

 3.自動車税（地方税）

　自動車税については、平成26年度及び平成27年度新規登録車で、①平成32年度燃費基準を満たし、かつ
平成27年度燃費基準値を20%以上達成したものは75%軽減、②平成32年度燃費基準に限らず、平成27
年度燃費基準値を10%以上達成したものは50%軽減、とされた。ただし、経年車については、ディーゼル車

（バス・トラック）が新車新規登録から11年超で10%の重課、ディーゼル車（バス・トラック以外）が新車新規
登録から11年
超で15%の重課、ガソリン車（バス・トラック以外）が新車新規登録から13年超で15%の重課と、それぞれ
負担増となる。

 4.軽自動車税（地方税）

　軽自動車税については、平成27年4月1日以後取得の新車のうち、四輪以上のもので、①乗用・自家用が現
行7,200円から10,800円に、②乗用・営業用が現行5,500円から6,900円に、③貨物用・自家用が現行
4,000円から5,000円に、④貨物用・営業用が現行3,000円から3,800円に、また、原動機付自転車（50cc
以下）で、現行1,000円から2,000円に、それぞれ増税となる。さらに、新車新規登録から13年超の経年車に
ついては、上記①～④についてそれぞれ12,900円、8,200円、6,000円、4,500円にまで引き上げられる。
　以上のように、大綱では自動車関連税制（車体課税）について、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とそ
の反動を踏まえたかたちの「増減税混在型」となった。概要を言えば、普通車減税、軽自動車・経年車増税であ
る。そして、忘れてはならないのが平成26年4月1日以降は消費税率が8%（平成27年10月1日以降は消費
税率が10%予定）になるということである。自動車の購入・買換に際し、これらを十分に検討したうえでの決
断が求められる。

東北税理士会郡山支部
税理士 小宅 英次

税のミニ通信
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　1月23日、新春講演会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。講演会にジャーナリストの長谷川幸洋氏
を迎え、会員はじめ一般聴講者約90名が来場した。「激動する政局のゆくえ」をテーマに東京都知事選や靖
国問題などについて講演し、来場者は真剣な表情で講演に耳を傾けていた。
　新春賀詞交歓会には会員約60名が出席し、有馬会長があいさつ、郡山税務署長、平山勇氏が祝辞を述べ
た。郡山出身のバイオリニスト、加藤菜々子さんのすばらしい演奏を聴きながら、出席者らは和やかに交流を
深めていた。

1月23日 新春講演会を郡山ビ ホテルアネ クスで開催

新春講演会・新春賀詞交歓会開催新春講演会・新春賀詞交歓会開催

　１月２８日、郡山ビューホテルアネックスにおいて、女
性部会第２回会員卓話による研修会を開催した。
　女性部会副部会長の㈱福豆屋　代表取締役　小林
裕子氏が講師となり、「駅弁今昔」と題し、駅弁の歴史
や、時代にあったメニュー作り等の苦労話などについ
て講演した。
　研修会終了後、新年会員懇談会を開催し、美味しい
お料理をいただきながら、楽しいひとときを過ごした。

１月２８日 郡山ビ ホテルアネ クスにおいて 女

女性部会 会員卓話による研修会開催女性部会 会員卓話による研修会開催

　郡山法人会ではインターネットを使った経営に役立つ無料セミナーの配信をしております。地域企業の多
様なニーズに応え、豊富なコンテンツの中からいつでも見たいセミナーを受講できます。セミナーは受けた
いけど忙しくて時間がとれない方や、遠くまで出かけずに近くでセミナーを受けたい方にお勧めです。
　インターネットセミナーは郡山法人会ホームページから利用できます。ログインＩＤ及びパスワードについ
ては、事務局までお問い合わせ下さい。 www.koriyama-hojinkai.or.jp/

郡山法人会ではインタ ネ トを使 た経営に役立つ無料

インターネットセミナーのご案内インターネットセミナーのご案内

　消費税の基本から税制改正の内容、実務処理のポイントまで、わかりやすく解説します。皆様のご参加をお
待ち致しております。

•講　　師 ： 税理士 行政書士　星 叡　氏
•受 講 料 ： 会員 3,000円／非会員 5,000円
•申込方法 ： 郡山法人会事務局までお申込下さい。

「消費税率引き上げ －そのポイントと実務対応」セミナーのご案内「消費税率引き上げ －そのポイントと実務対応」セミナーのご案内

新春講演会 長谷川幸洋 氏 新春賀詞交歓会

上記セミナーのチラシを「法人こおりやま」1月号にてご案内しておりましたが、日時欄の開始時間が
洩れておりました。大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。お詫び

日時 ： 平成26年2月19日㈬
 午後1時30分～4時30分
会場 ： 郡山法人会館 ３Ｆ 多目的ホール


